
  

 

 

あ 

令和４年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和高田市監査委員 



  

 

 

あ



  

 

 

大高監第 47 号 

令和 5 年 8 月 17 日 

 大和高田市長 堀 内 大 造 殿 

大和高田市監査委員 田 中 俊 男 

同     西 川 繁 和 

 

 

令和 4 年度 大和高田市財政健全化の審査意見について 

 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定に基づき審査に付された 

 令和 4 年度大和高田市財政健全化(健全化判断比率)の審査を終えたので、その結果について 

意見を付して報告します。 
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令和 4 年度大和高田市財政健全化審査意見 
 

 

第１．審査の概要 

この財政健全化審査については、市長から提出された健全化判断比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行った。 

 

第２．審査の期間 

令和 5 年 8 月 1 日 ～ 令和 5 年 8 月 16 日 

 

第３．審査の結果 

審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

適正に作成されているものと認められた。 

 

 

記 

 １.健全化判断比率                                  

                                          （単位：％） 

比 率 名 令和 4 年度 令和 3 年度 令和 2 年度 対前年増減 早期健全化基準 

実質赤字比率     12.73 

連結実質赤字比率     17.73 

実質公債費比率 6.4 7.5 8.3 △1.1 25.0 

将来負担比率 25.2 38.2 35.5 △13.0 350.0 

   

 

 ２.算定方法の概要                            （単位：千円） 

① 実質赤字比率 

○一般会計等（普通会計相当）を対象とした実質収支赤字額の標準財政規模に対する比率 

                 【 △297,036 】                                             

 実質赤字比率 

【 △1.89％ 】 
＝ 

一般会計等の実質収支赤字額    

 × 100 

標準財政規模 

              【 15,640,812 】 
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② 連結実質赤字比率 

○全会計の実質収支赤字額の標準財政規模に対する比率 

 

 

                                【 △3,431,582 】 

 

  

 

                              【 15,640,812 】 

                             

 

③ 実質公債費比率 

○一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

 

                                          
【 778,892 】 

  

実質公債費比率 

（３ ヵ年平均） 

【 6.4％ 】 
＝ 

元利償還金＋準元利償還金－特定財源－基準財政需要額算入額 

× 100 

標準財政規模 － 普通交付税の基準財政需要額算入額 

Ｒ2（ 7.12％） 

Ｒ3（ 6.52％） 

Ｒ4（ 5.66％） 

 
【 13,754,323 】 

  

                                              

 

 

④ 将来負担比率 

○一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

 

                                           【 3,474,554 】 

将来負担比率 

【 25.2％ 】 
＝ 

将来負担額－（充当可能基金額 ＋ 特定財源額 ＋ 基準財政需要額算入額） 

× 100 

標準財政規模 － 普通交付税の基準財源需要額算入額 

                     【 13,754,323 】 

 
  

                            

  

連結実質赤字比率 

【 △21.93％ 】 
＝  

全会計の実質収支赤字額 

× 100 

標準財政規模 



  

- 3 - 

 

第４．審査意見 

以上が令和 4 年度大和高田市健全化審査結果であるが、いずれの指標においても、早期健全化基準を下回

っている。 

経常収支比率に着眼してみると、前年度である令和 3年度は、令和 2年度における国庫負担金及び県負担

金の受給遅れ 4億 5,700万円の収入が影響し、90.9％と良好な数値であったが、本年度は 98.3％となってい

る。今後は、学校教育施設等整備事業債や新庁舎建設事業債などの償還が始まる事や、クリーンセンター事

業、総合体育館事業、市立病院建設事業など大規模な公共施設整備事業が控えており、今後の経営指標や経

営収支比率は厳しくなることが見込まれるだろう。 

引き続き、経常収支比率の抑制にも配慮した効率的で健全な行財政運営に取り組まれ、今後の行政課題に

対応されるよう要望する。 
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令和 4 年度大和高田市公営企業会計 

経営健全化の審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第 1 項の規定に基づき審査に付された 

令和 4 年度大和高田市公営企業会計経営健全化の審査を終えたので、その結果について意見 

を付して報告します。 
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令和 4 年度大和高田市公営企業会計経営健全化審査意見 
 

第１．審査の概要 

この経営健全化審査については、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行った。 

 

第２．審査の期間 

 令和 5 年 7 月 1 日～令和 5 年 8 月 16 日 

 

第３．審査の結果 

 審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適

正に作成されているものと認められた。 

 

記 

  １.資金不足比率                                  

                                          （単位：％） 

公 営 企 業 名 令和 4 年度 令和 3 年度 令和 2 年度 対前年度増減 経営健全化基準 

病院事業会計 ― ― ― ― 20.0 

水道事業会計 ― ― ― ― 20.0 

下水道事業会計    ―    ―    ―    ― 20.0 

   

  ２.算定方法の概要                           （単位：千円） 

   ① 資金不足比率 

    ○公営企業を対象とした政令で定める資金不足額の政令で定める公営企業の事業規模に対する比率 

 

     病院事業会計                                   

  
【 △1,590,668 】 

  

資金不足比率 

【△20.0％】 
＝ 

資 金 不 足 額 

× 100 

事  業  規  模 

                                    【 7,948,348 】 
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     水道事業会計                                   

  
【 △1,579,956 】 

  

資金不足比率 

【△105.9％】 
＝ 

資 金 不 足 額 

× 100 

事  業  規  模 

                                    【 1,491,921 】 

 

     下水道事業会計                                   

  
【 △15,357 】 

  

資金不足比率 

【△4.1％】 
＝ 

資 金 不 足 額 

× 100 

事  業  規  模 

                                     【 370,588 】 

 

第４．審査意見 

 公営企業会計のいずれにおいても、資金不足比率は前年度より良化しており、病院事業会計で 15.2

ポイント、水道事業会計で 15.2 ポイント、下水道事業会計で 4.1 ポイント良化している。 

今後も引き続き、安定した経営基盤の確立を目指し、経営健全化の取組みの強化されたい。 

 


